
凡 例 

 

 本書で引用する法令については、次の略称を用いた。 

 

 

免 許 法 

昭 ２ ９ 改 附 

昭 ３ ６ 改 附 

昭 ６ ３ 改 附 

平 元 改 附 

平 １ ０ 改 附 

平 １ ２ 改 附 

平 １ ４ 改 附 

平 １ ８ 改 附 

平 ２ ４ 改 附 

平 ２ ８ 改 附 

施 行 規 則 

施 行 法 

旧 施 行 法 

 

県 規 則 

 

 

教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号） 

教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和２９年法律第１５８号）附則 

教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和３６年法律第１２２号）附則 

教育職員免許法の一部を改正する法律（昭和６３年法律第１０６号）附則 

教育職員免許法の一部を改正する法律（平成元年法律第８９号）附則 

教育職員免許法の一部を改正する法律（平成１０年法律第９８号）附則 

教育職員免許法の一部を改正する法律（平成１２年法律第２９号）附則 

教育職員免許法の一部を改正する法律（平成１４年法律第５５号）附則 

学校教育法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８０号）附則 

教育職員免許法の一部を改正する法律（平成２４年法律第６７号）附則 

教育公務員特例法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第８７号）附則 

教育職員免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号） 

教育職員免許法施行法（昭和２４年法律第１４８号） 

教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律（昭

和２９年法律第１５９号）による改正前の教育職員免許法施行法 

栃木県教育職員免許状に関する規則 

 

 

 なお、「第１編 教育職員の免許制度 第４章 免許状の経過措置」において、経過措置を記した文中に、

旧法又は旧施行規則とあるのは、改正前の教育職員免許法又は教育職員免許法施行規則を、新法とあるのは、

改正後の教育職員免許法を指すものである。 

 

 


